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本申請時に必要な添付書類等及び注意点 

「申請前確認書」「申請書」については、申請フォームへの入力となりますが、本申請時には、以下の書

類の添付が必要です。申請者様によって必須となる添付書類が異なりますので、募集要項及び下記をよ

くお読みいただき、申請してください。必要な書類が揃わない場合は、申請の対象となりません。 

 

１ 法人が申請するにあたり必要な添付書類（詳細は 3～7 ページを参照） 

①履歴事項全部証明書 

 発行後 3 か月以内の履歴事項全部証明書 

中小企業団体の場合は、上記に加え、定款・組合員名簿の写し 

②事業税納税証明書 

 直近の「法人事業税納税証明書」 

 ※未決算企業の場合、代表者の直近の「所得税納税証明書（その１）」 

③住民税納税証明書 

 直近の「法人都民税納税証明書」 

 ※未決算企業の場合、代表者の直近の「住民税納税証明書」または「住民税非課税証明書」 

④確定申告書 

 直近 1 期分の確定申告書 

 ※未決算企業の場合は代表者の直近の源泉徴収票又は所得納税証明書（その２） 

⑤見積書・仕様書等 

 ※項目別内訳があり、金額の算定根拠がわかること 

⑥ツール導入にあたってのチェックシート 

 

２ 個人事業主が申請するにあたり必要な書類（詳細は 8～13 ページを参照） 

①個人事業の開業・廃業等届出書（開業届） 

 税務署の受付印のあるもの 

②事業税納税証明書 

 代表者の直近の「個人事業税納税証明書」 

 ※非課税の方または令和４年１月１日以降に開業された方の場合、代表者の直近の「所得税納税証明

書（その１）」 

③住民税納税証明書 

 代表者の直近の「住民税納税証明書」または「住民税非課税証明書」 

④確定申告書 

 直近 1 期分の確定申告書 

 ※1 期に満たない方は代表者の直近の源泉徴収票又は所得税納税証明書（その２） 

⑤見積書・仕様書等 

 ※項目別内訳があり、金額の算定根拠がわかること 

⑥ツール導入にあたってのチェックシート 

 

３ その他必要に応じて必要な書類（詳細は 15～17 ページを参照） 

①見積限定理由書（公社指定様式） 
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 100 万円以上の委託費で、２社以上の見積書が入手できない場合に提出 

②小規模企業者関連書類 

 該当する場合に下記いずれについても提出 

 ・小規模企業者に該当することの確認書（公社指定様式） 

・直近の「労働保険料等基礎賃金等の報告（事業主控）」または「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃

金集計表」の写し ※事業所毎に１部 
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添付書類についての注意点 

法人が申請するにあたり必要な添付書類 ①「履歴事項全部証明書」 

 
 

［履歴事項全部証明書のイメージ］ 

履歴事項全部証明書 

      ↑「履歴事項全部証明書」であること 

     ※「現在事項全部証明書」は不可 

東京都 XXX 区 XXX XXX  

株式会社 XXXXX  

会社法人等番号 〇〇〇〇 

商 号 株式会社 XXXXX  ←申請書の申請者と一致するか 

本 店 東京都 XXX 区 XXX XXX   

 

公告をする方法 〇〇〇〇 

会社設立の年月日 〇〇〇〇 

目的 〇〇〇〇 

  

  

  

資本金の額 金１０００万円 

役員に関する事項 代表取締役  〇〇 〇〇 

 

代表取締役  〇〇 〇〇 

 

支店 東京都 ZZZZ 区 ZZZZZ 

 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部である

ことを証明した書面である。 

令和４年  月  日  ←発行日は申請日から３か月以内 

 

〇〇法務局 登記官  △△ △△  印  ← 印が必要 

  

  

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 申請時点で最新の「履歴事項全部証明書」であること 

  ※現在事項全部証明書等は認められません。 

□ 交付申請日において発行日から３か月以内のものであること 

□ 全ページ揃っていること 

一部略 

印 
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添付書類についての注意点 

法人が申請するにあたり必要な添付書類 ②事業税納税証明書 

 
 

［法人事業税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 直近の「法人事業税納税証明書」（未決算企業の場合、代表者の直近の「所得税納税証明書（そ

の１）」）であること 

□ 発行元が下記であること 

  法人事業税納税証明書・・・都税事務所   所得税納税証明書（その１）・・・所管税務署 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［所得税納税証明書（その１）のイメージ］ 

 
 

未納額がないこと 

証明書が取得できる 

直近年度分 

所管税務署発行 
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添付書類についての注意点 

法人が申請するにあたり必要な添付書類 ③住民税納税証明書 

 
 

［法人都民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 直近の「法人都民税納税証明書」（未決算企業の場合、代表者の直近の「住民税納税証明書」ま

たは「住民税非課税証明書」）であること 

□ 発行元が下記であること 

  法人都民税納税証明書・・・都税事務所 

  住民税納税証明書または住民税非課税証明書・・・区市町村役所 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［住民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

 

［住民税非課税証明書のイメージ］ 

 

  

①未納額がないこと 

②または、課税額＝納税額であること 

③または課税額≠納税額でも、未納額のう

ち期限到来済が 0 円であること 

 

証明書が取得できる 

直近年度分 

区市町村発行 

区市町村発行 

課税額が 0 円であること 
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添付書類についての注意点 

個人が申請するにあたり必要な添付書類 ①個人事業の開業・廃業等届出書（開業届） 

 
［個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）のイメージ］ 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 税務署の受付印のある個人事業の開業届であること 

  ※電子申請の場合は「受信通知」（参考次ページ）を提出してください。 

※また、移転した場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」も提出し

てください（参考次ページ）。 

①税務署の収受印が押されていること 

 ※電子申告の場合は受信通知のメールのコピー（次ページ） 

②納税地が都内であること 

①税務署の収受印が押されていること 

 ※電子申告の場合は受信通知のメールのコピー（次ページ） 

②納税地が都内であること 
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［電子申告の場合の「受信通知」のイメージ］ 

 
 

 

［移転している場合の「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」のイメージ］ 

   
  

①提出先が都内税務署である 

以下の内容になっていること 

種   目…個人事業の開業・廃業等届出書 
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添付書類についての注意点 

個人が申請するにあたり必要な添付書類 ②事業税納税証明書 

 
 

［個人事業税納税証明書のイメージ］ 

 
 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 代表者の直近の「個人事業税納税証明書」であること 

※非課税の方または令和４年１月１日以降に開業された方の場合、代表者の直近の「所得税納

税証明書（その１）」 

「税目」に注意 

証明書が取得できる 

直近年度分 

未納額がないこと 

都税事務所発行 
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［所得税納税証明書（その１）のイメージ］ 

 
 

未納額がないこと 

証明書が取得できる 

直近年度分 

所管税務署発行 
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添付書類についての注意点 

個人が申請するにあたり必要な添付書類 ③住民税納税証明書 

 

［住民税納税証明書のイメージ］ 

 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 代表者の直近の「住民税納税証明書」または「住民税非課税証明書」であること 

住民税納税証明書または住民税非課税証明書・・・区市町村役所 

未納額がないこと 

証明書が取得できる 

直近年度分 

区市町村発行 
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［住民税非課税証明書のイメージ］ 

 

  

区市町村発行 

課税額が 0 円であること 
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添付書類についての注意点 

見積書・仕様書 

 

 

［見積書のイメージ（一例）］ 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 全ての申請経費の見積書が必要です 

  ※見積書において、一式表示などは不可です。ソフトウェア本体部分とその関連経費部分（初

期設定、カスタマイズ、保守、運用、サポート委託）が明確にわかる見積書としてください。 

  ※申請フォーム（申請書）の「経費区分別明細書」に入力する内容と見積書との内容は一致さ

せてください。 

□ ソフトウェアまたはクラウドサービスの初期設定・カスタマイズ・保守・運用・サポート委託

を行う場合に、仕様書の添付が必要です 

□ 税抜 100 万円以上の委託費の場合は、2 社以上から見積書を取得し添付することが必要です 

  ※この場合は、取得した社数分の見積書を添付してください。 

見積書の押印（社判または代表

印）を省略可。省略する場合は、

書類の発行元の連絡先を記載す

ること。 

見積書の内容は、申請フォーム

（申請書）の経費区分別明細書

の内容と一致させてください。 
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添付書類についての注意点 

見積限定理由書（公社指定様式） 

 
［見積限定理由書の様式・記入例］ 

 

   令和 ４ 年 ●● 月 ●● 日 

 公益財団法人東京都中小企業振興公社 

     理  事  ⾧  殿 

登記上の  〒XXX-XXXX 

本店所在地 東京都 XXX 区 XXXXXXX 

名 称 XXXX 株式会社 

代 表 者 名 XX XXX       実印 

 

 

見積限定理由書 
 

 中小企業デジタルツール導入促進支援事業に申請するにあたり、税抜 100 万円を超える取引に対し、
申請時までに２社見積書の入手が困難な理由について、以下のとおり説明いたします。 
 

契約先等の名称：●●商事株式会社 番号： １ 

購入対象又は契約内容： 

 顧客管理ソフト●●●の購入及びカスタマイズ 

 

 

※１社となる理由を詳細に記載してください 

 

※本欄は理由について具体的に記載してください。 

 

  

以下の項目を必ず確認してください。 

□ 100 万円以上の委託費で、２社以上の見積書が入手できない場合に提出が必要です 

□ 公社指定様式（下記）として下さい 

          番号欄については、 

         ← 当該経費明細に該当する番号を 

記載してください 
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添付書類についての注意点 

小規模企業者関連書類 

 
［見積限定理由書の様式・記入例］ 

 

小規模企業者に該当することの確認書 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

理  事  ⾧  殿 

本店所在地 〒XXX-XXXX 東京都 XXX 区 XXXXXXX 

名   称 XXXX 株式会社 

代 表 者名 XX XXX         実印 

 

当社（私）は、中小企業デジタルツール導入促進支援事業の助成金交付を申請するに当たり、申請日

現在で以下の通り小規模企業者（中小企業基本法第２条第５項）に該当することを確認します。 

小規模企業者に該当しないことが判明した場合は、助成金交付決定の取り消しの対象となること、既

に助成金が交付されている場合には助成金を貴公社に返還すること及びその他貴公社が行う一切の措

置について異議を申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

業 種 

（大分類） 
  ●●●業 

常 用 従 業 員 数 

（労働基準法第２０条の規定に基づく 

「予め解雇の予告を必要とする者」） 

XX 人 

以下の項目を必ず確認してください。該当する場合、下記いずれも提出が必要です 

□ 小規模企業者に該当することの確認書（公社指定様式（下記）） 

□ 直近の「労働保険料等基礎賃金等の報告（事業主控）」または「確定保険料・一般拠出金算定基

礎賃金集計表」の写し ※事業所毎に１部 
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［「労働保険料等基礎賃金等の報告（事業主控）」の様式］ 

 


